
22町 総 市議 第 51号 の 2

2022年 9月 12日

町田市教育委員会教育長

坂 本 修 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

町田市個人!l青

報保護条例の規定に基づく、20?2年 8月 24日 付22町教生図第 2
1´8号による諮問 (「図書館利用普及事業」業務における外部委託等)については、審
議の結果、下記のとおり答申いたしますと

諮問内容 どお りとします。

記

B2564
スタンプ



22町 総 市議 第 Ь 2号の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について
´
(答 申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 6日 付22町子大第24号
による諮問 (「 自然休暇村施設利用」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部
提供)については、審議の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容どおりとします。



22町 総 市議 第 53号 の 2

2022年 9月 12日

田丁田市教育委員会教育長

坂 本 修 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 26日 付 22町教学セ第 4
―――

一
二増-8=与に薬る諮問―←1小二卑学校適応指導教室」業務 I

F   審議の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容どおりとしますb



22町 総市議第 54号 の 2

20・22年 9月 12日

町田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 ―之

個人情報朱護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

61野冦富蝙釜冨贅得蚕貧怒星醤涙括嚢f魯業鼻持rf:年異塁暮星昌標え贔Ittq案亀暮
理 (保健所)」 及び「特定建築物」業務におけ_る 外部提供)にっいては、審議の結果、´
下記のとお り答申いたします。

′

諮問内容どおりとします。

記



22町 総 市議 第 55号 の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 30日付22町都土第24
8号による諮問 (① 「景観法に基づく届出審査」、「街づくり推進地区」、「市街地道
路拡幅整備協議」、「葬儀場設置等指導」、「遺体安置所等設置等指導」業務の業務登
録、② 「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整」業務における個人情報業務登
録票、個人情報目的外利用登録票の変更及びコンピュータ処理等、③ 「福祉のまちづく
り総合推進条例に基づく建築物の事前協議」、「特定土地利用行為」業務における個人
情報業務登録票の変更及びコンピュータ処理等)については、審議の結果、下記のとお
り答中いたしますЬ

記

諮問内容 どお りとします。



22町 総 市議 第 56号 の 2

2022年 9月 12日

町田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問にらぃて (答申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 24日付22町都交第33
号による諮問 (「交通事業者燃料価格高騰対策支援」業務の業務登録)については、審
議の結果(下記のとお り答申いたします。

諮問内容 どお りとします。

記



22町 総市議 第 57号 の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 23日 付 22町防防第 70
2号による諮問 (「消防団」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録
票の変更)については、審議の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容どおりとします。

なおt捜査機関への外部提供については慎重に行つて下 さい。



22町 総市議第 58号 の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づぐ諮問について (答申)

、町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 29日付22町子児第51
8号による諮問 (「学童f呆育」業務における個人情報業務登録票(個人情報目的外利用
登録票、個人情報ョンピユエタ処理等登録票の変更及び外部委託等)については、審議
の結果、下記のとお り答申いたします。

諮問内容 どお りとします。

記



22町 総 市議 第 59号 の 2

2022年 9月 12日

町田市教育委員会教育長

坂 本 修 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 26日 付22町教学学第2
34号 による諮問 (「就学 1業務における個 人 コ

処理等)については、審議の結果、下記のとお り答申いたします。

記

諮問内容どおりとします。



22町 総 市議 第 60号 の 2

2022年 9月 12日

町田市教育委員会教育長

坂 本 修 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

ヽ

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 26日 付22町教学指第 2

533 丘L生乙諮F口日l⑪工堂校金⊇指卓上勁言」業務に適二重個△情報業務登録粟Ω変___二
更及び目的外利用、コンピュータ処理等、外部委託等、② 「教育活動」業務における個
人情報コンピュータ処理等登録票の変更 (町田市立小 。中学校)、 ③ 「生活指導」業務
におけるコンピュータ処理等、外部委託等 (町 田市立小 。中学校))については、審議
の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容 どお りとします。



22町 総市議第 61号 の 2
2022年 9月 12日

町田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答申)

町甲市個人情報保護条例の規定に基づぐ、2022年 8月 18日付22町い介第51
4号による諮問 (「介護保険給付管理」業務における個人情報外部提供登録票の変更)

については、審議の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容どおりとします。



22町 総市議第 62号 の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2922年 8月 26日 付22町保予第24
21号による諮問 (「保健所関係各種医療費助成」業務における個人情報業務登録票の

変更及び目的外利用、ヨンピュータ処理等、②「,泌身障がい者日常生活用具給付」業務
における個人情報業務登録票の変更 (地域福祉部障がい福祉課))については、審議の

結果、下記のとおり答申いたしますむ

記

諮問内容どおりとします。



22町 総 市議 第 63号 の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
ィ運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申).

町田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 25日 付22町市協第 27
3号による諮問 (「町内会・ 自治会」業務における外部提供、ヨンピ■―夕処理等)に
らぃては、審議の結果、下記のとおり答申いたします。

記

諮問内容どおりとします。



22町総市議第 64号の 2

2022年 9月 12日

町 田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野

・
秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答申)

ノ

町田市個人情報朱護条例の規定に基づく、_2022年 8月 2.6日 付22町市市第66
1号による諮問 (「 自動車臨時運行許可」業務における外部提供)については、審議の

結果、下記 の とお り答 申いた します。

記

諮問内容 どお りとします。

なお、弁護士会への外部提供については慎重に行って下さい。



2ヽ 2町総市議第 65号の 2

2022年 9月 12`日 _

町田市長 石 阪 丈 様

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について (答 申)

旺田市個人情報保護条例の規定に基づく、2022年 8月 26日 付22町政企第68
5号による諮問 (「デ‐夕利活用による将来予漂J研究J業務の業務登録)については、
審議の結果、下記のとおり答申いたします。             ・

記

諮問内容どおりとします。


